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【論　説】

都道府県による住民意識調査の
最近の回収状況について

山 田 　　　茂

1　はじめに

　住民意識調査の結果の価値は、計画した対象者に対する回収率が低下する

ほど小さくなる。筆者は、山田（2007a）山田（2007b）などにおいて 2000

年頃から 2005 年頃までの時期における地方自治体による住民意識調査の実

施状況を回収率の水準を中心に考察した。

　前回の考察が対象とした時期以降、住民意識調査の実施状況には調査方法

の変更などの点において比較的大きな変動がみられる。

　本稿では、2005 年頃から 2015 年頃までの約 10 年間の期間について前回

と同様の視点から住民意識調査の実施・回収状況の考察を試みる。ただし、

今回は資料入手の制約から考察の主な対象を都道府県によって実施された住

民意識調査の実施・回収状況に限定する。

　住民意識調査の回収率の水準は、一般に対象者の選定方法・調査方式・対

象者の実施主体に対する認識・調査主題・調査票のレイアウト・質問文とそ
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の順序・選択肢の形式などの多数の要因に影響を受けていると考えられる。

そこで、今回の考察の対象も、前回の考察同様、都道府県行政全般及び住民

生活を調査の主題1）とする無作為抽出された（10 代後半を含む）成人層全

体の対象者に対して実施された調査に限定する。したがって、「介護」「教

育」「景観」などの特定の主題についての調査や特定の属性の住民を対象と

した調査は考察の範囲外とする。

　最近 10 年間に対象者側に生じた変化としては、1人くらし世帯の増加な

ど世帯規模の縮小、集合住宅居住世帯の増加、個人情報保護法施行後（2005

年）の個人情報提供への警戒感の増大などが、実施主体側の変化としては、

財政難の深刻化に伴う実施経費2）削減の動き3）や選挙権年齢の下限の引き下

げに伴う意識調査の対象者年齢の引き下げ・県域内のブロック別集計の拡大

などがあげられる。また、一部の都道府県による調査ではインターネットに

よる回答を選択できる方式が導入され始めた4）。

注

1）　『全国世論調査の現況』における調査主題分類では「地方自治行政問題」にほぼ相
当し、同書が掲載する都道府県による実施件数は 2005 年度～2014 年度では毎年度
30～45 件前後で推移している。

2）　2007 年から留置法から郵送法に移行した島根県の実施経費は、計画標本が 1000 人
であった留置法による 2005 年分（470.4 万円）・2006 年分（312.9 万円）と比べて、
計画標本が 2000 人の 2007 年分（291.9 万円）・2008 年分（265.7 万円）では大幅に
減少している。総務省政策統括官（2005～2008）

3）　実地調査の委託先の選定には入札が幅広く導入されており、委託先が頻繁に変更さ
れている場合も少なくない。また、実地調査に関する実務の習熟が委託先および委
託元の担当者に十分でない例も、都道府県・市による調査に散見される。中日新聞
社（2010）・岐阜新聞社（2010）・読売新聞社（2012）・読売新聞社（2013）

4）　大分県・福井県・滋賀県・群馬県による調査において回収時に郵送法との併用が導
入されている。滋賀県によって 2016 年に実施された調査では、インターネットを
利用した回答は有効回答の 15.6％を占めている。
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2　考察に用いる資料源

　表 2─1 には、本稿の考察に用いる各種資料源の概要を示した。以前は『全

国世論調査の現況』・個別調査の印刷報告書を閲覧する方法のほかには実施

情報入手のために有力な手段は存在しなかったが、最近はインターネット・

サイトを利用した調査結果の公表方法の採用が拡大しており、実施情報の入

手は格段に容易になった。しかし、インターネット・サイトを利用して公表

された結果が数年後にサイト上から削除されている場合も多い。ただし、削

除された結果の一部は国立国会図書館が提供している「インターネット資料

収集保存事業（WARP）」のサイトから入手できる。

　表 2─2 には、本稿の考察対象期間に実施された各都道府県による住民意識

調査に関する回収状況などを入手した資料源を示した。実施主体のサイト・

『全国世論調査の現況』が主な資料源であるが、これらに収録されていない

調査の実施情報については、個別調査の印刷報告書・WARP・地方紙の記事

などを参照した。『全国世論調査の現況』が掲載していないかなりの数の調

査が実施されていることがわかる。なお、『全国世論調査の現況』には実地

調査の日数・督促実施の有無・年齢層別・地域別など属性別回収率・フェー

ス項目の調査結果などは掲載されていない。

3　住民意識調査の実施件数の動向

　表 3─1 には、2005 年以降の実施が把握できた住民意識調査の実施主体別

件数を示した。『全国世論調査の現況』の収録情報および 2016 年 11 月・12

月に筆者が実施した検索によって把握できた調査の件数である。なお、すで

に触れた通り、公表後数年経過した調査に関する情報をサイトから削除して

いる例があるので、2010 年頃以前に実施された件数は表 3─ 1に掲げた件

数よりもかなり多いのではないかと考えられる。
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表 2─2　印刷報告書以外の実施情報の公表状況
� （2016 年 12 月現在）

2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

北海道 現況 現況 N 現況 現況 N 現況 現況 N N N

青森県 月報 N N

岩手県 W 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

宮城県 W W W W N W N 現況 N N N

秋田県 現況 現況 現況 現況 現況 N 現況 現況 現況 現況 N N

山形県 現況 W 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

福島県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

茨城県 現況 現況 現況 現況 現況 N 現況 N 現況 現況 N

栃木県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N 現況 現況 現況 N N

群馬県 現況 現況 現況 現況 現況 N N

埼玉県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N N

千葉県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

東京都 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

神奈川 現況 現況 現況 W W W N N N N N

新潟県 現況 現況 現況 月報 現況 N 現況 現況 現況 現況 N

富山県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

石川県 N 現況

福井県 N N

山梨県 現況 現況

長野県 N N 現況 現況 現況 現況 現況

岐阜県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N N

静岡県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

愛知県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

三重県 現況 N N N N N N 現況 現況 現況 N

滋賀県 現況 現況 現況 N 現況 現況 N 現況 N 現況 N N

京都府 現況 N N N

大阪府 現況 現況 現況 現況

和歌山県 現況

兵庫県 現況 現況 現況 N 現況 N 現況 現況 現況 N N

奈良県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N N

島根県 現況 現況 月報 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N

岡山県 現況 現況 N 現況 N

広島県 現況 現況 現況 現況

山口県 現況 W 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N N

香川県 W 月報 月報 N 現況 現況 現況 現況 現況 N N

愛媛県 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N
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　都道府県以外によるも含めて実施総数は、概ね増加傾向にある。継続的に

実施されていた調査の他の方法から郵送法への変更もあり、郵送法による調

査が圧倒的に多くなっている。都道府県による調査では郵送法以外の調査の

実施は減少しており、留置法は富山県・沖縄県に、面接法は東京都および周

辺 2県に限られている。郵送法採用の主な目的は、経費の削減と地域別集計

を行うための標本規模の拡大であろう。

　採用された調査方法が回収状況に大きな影響を与えることはよく知られて

いる。そこで、今回の考察対象期間に実施された調査方法の変更から生じた

具体的な影響を確認しておこう。

　表 3─2～表 3─8 には、継続的に実施されていた住民意識調査の調査方法の

変更が 2005 年以降に実施された 7県（広島県・千葉県・島根県・静岡県・

富山県・山形県・愛媛県）による調査について変更前後の回収率・回収標本

の属性別構成などを示した1）。このうち富山県は「訪問面接法と留置法の選

高知県 N N 現況 現況 現況 現況 現況 現況 現況 N N

福岡県 N 現況 現況 N N N N

佐賀県 N N N N N

長崎県 N 現況 現況 N

熊本県 W W W W 現況 現況 現況 現況 現況 N

大分県 現況

宮崎県 現況 現況 N 現況 N 現況 N N N N

沖縄県 現況 現況 N

収
録
件
数

ネット 2 6 6 5 4 8 5 3 8 8 33 13

現況 25 20 23 21 26 21 26 31 25 27 1 0

WARP 2 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0

月報 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年

　注　N：インターネット・サイトによる公表　　現況：『全国世論調査の現況』に掲載。　　W：WARP
　　�『現況』 が調査方法などの情報を収録する調査 （調査結果自体は未収録の場合を含む） の範囲は次の通り。
　　　2005 年度分実施分は、有効回収 500 以上、回収率 50％以上の調査のみ。
　　　2006 年度分実施分は、有効回収 400 以上、回収率 50％以上の調査のみ。
　　　2007 年度分以降実施分は、計画標本数 1000 人以上、回収率 50％以上の調査のみ。
　　　2016 年版は、2014 年度（2014 年 4 月～2015 年 3 月）実施分。
　　�『月報』：「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（旧『指定統計・承認統計・届出統計月報』）
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択方式」から「留置法」への変更、島根県・愛媛県は「留置法」から「郵送

法」への変更、広島県・千葉県・静岡県・山形県は「訪問面接法」から「郵

送法」への変更である。富山県以外の 6県では、標本規模の拡大が実施され

ている。なお、山形県では 2006 年度・2007 年度には、「訪問面接法」「郵送

法」の両方の調査が同一年度内に実施されている。

　ここに挙げた各県において旧方式の最後の調査と新方式の最初の調査の間

には、間隔が 3年間の広島県を除けば 1か月前後（山形県）から 1年程度

表 3─1　一般的な主題に関する住民意識調査の実施総数
� （　）内は郵送法以外による実施件数1）

実施年次 都道府県
政令
指定
都市

一般
の市2）

東京都の
特別区

町村政令指定
都市所在
都道府県

2005 年 30（11） 11（4） 18（5） 118（8） 14（6） 2 

2006 年 32（10） 11（3） 19（3） 130（11） 14（12） 1 

2007 年 28（9） 11（3） 18（3） 152（5） 13（6） 3 

2008 年 32（7） 11（3） 19（3） 172（12） 15（7） 5 

2009 年 33（6） 11（3） 19（3） 203（6） 16（8） 19 

2010 年 30（6） 11（3） 20（2） 211（5） 14（8） 10 

2011 年 31（5） 12（2） 19（2） 247（5） 16（6） 18 

2012 年 35（5） 13（2） 20（2） 207（7） 13（8） 12 

2013 年 32（5） 12（2） 23（2） 237（6） 16（5） 13 

2014 年 35（5） 14（2） 19（2） 248（8） 13（5） 21 

2015 年 32（5） 11（2） 19（1） 222（4） 17（4） 24 

　東京圏3） 4（2） 3（1） 5（1） 56（1） 17（4） 3 

2016 年 15（5） 1（1） 11（1） 60（4） 4（4） 6 

　1）�　回収方法に郵送のほかにインターネットの併用が採用されている調査は郵送法による調査に
含めた。

　2）　政令指定都市の個別行政区に限定した調査を含む。
　3）　東京都および埼玉県・千葉県・神奈川県。
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表 3─2　調査方法の変更前後の回収状況（広島県）

年次 2002 年 2005 年 2008 年

調査期間 7月 18 日
� ～8 月 9 日

8 月 4 日
�～8 月 19 日

7 月 25 日
�～8 月 18 日

調査方法 面接 郵送（督促 2回）

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 選挙人名簿

調査票の分量 18 頁 18 頁 18 頁

計画標本 1200 2000 2000 
有効回収標本 902 1012 1347 

対計画標本比率（％）1） 75.2 50.6 67.4 

地域 広島地方生活圏 80.0 49.5 69.4 
備後地方生活圏 69.8 48.3 63.5 
備北地方生活圏 74.3 56.8 68.0 

対有効回収標本総数比率（％）
男女 20～24 歳 5.7 5.5 4.2 

25～29 歳 6.4 3.8 5.7 
男性 20 代 2） 5.9 3.5 4.8 

30 代 5.8 4.4 7.3 
40 代 8.3 6.5 9.6 
50 代 10.0 10.9 12.5 
60 代 11.0 10.4 11.2 
70 代以上 8.2 10.7 6.6 

女性 20 代 2） 5.1 5.1 4.5 
30 代 6.3 7.9 8.4 
40 代 8.0 7.0 8.2 
50 代 9.3 10.5 11.5 
60 代 10.4 12.2 9.2 
70 代以上 11.6 9.9 6.1 

　1）　2011 年 /2014 年に実施分の有効回収率は、68.1％ /60.0％。
　2）　再掲。
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（他の 6県）しか経過していないので、調査対象者の属性（年齢・住宅の形

式・所属世帯の規模など）別構成には大きな変化は生じていないと考えられ

る。

　調査方式変更前後の回収率の水準をみると、3種類のパターンが認められ

る。訪問調査という点では変更前後の調査方法が共通である富山県（2007

年 /2008 年）では、大きな変動は生じていない。また、その後も回収率は

表 3─3　調査方法の変更前後の回収状況（千葉県）

県政に関する世論調査 第 30 回 第 31 回 第 32 回 第 33 回 第 34 回
年次 2004 年 2005 年 2006 年 2006 年 2007 年
調査期間 7月 26 日

�～8 月 16 日
8 月 22 日
�～9 月 13 日

8 月 2 日
�～8 月 22 日

11 月 16 日
�～12 月 6 日

8 月 2 日
�～8 月 22 日

対象者の年齢 20 歳以上
抽出名簿 住民基本台帳
調査票の分量 12 頁 14 頁 22 頁 10 頁 18 頁
調査方法 面接 郵送
計画標本 2000 1500 3000 3000 3000 
有効回収標本 1433 1081 1467 1539 1466 
有効回収率1） 71.7% 72.1% 48.9% 51.3% 48.9%
地域別回収率（％）

中央 72.7 68.9 47.5 52.1 50.8 
東 71.9 62.2 50.0 49.9 47.7 
南 67.7 63.9 50.9 50.7 48.5 
西 71.5 79.9 46.6 47.6 45.2 

対計画標本比率（％）
男性計 32.8 34.1 21.3 22.8 22.7 

20 代 3.8 3.5 1.8 2.4 2.1 
30 代 4.2 6.4 4.0 3.8 4.0 
40 代 4.4 7.5 3.3 3.8 3.2 
50 代 7.6 6.7 5.1 4.6 4.4 
60 代以上 12.9 10.1 7.1 8.2 9.0 

女性計 38.9 37.9 26.4 27.0 24.8 
20 代 4.2 4.3 2.4 2.8 2.4 
30 代 6.3 6.7 5.3 5.7 8.2 
40 代 6.4 7.0 5.3 4.5 4.3 
50 代 8.7 8.4 5.0 5.6 4.8 
60 代以上 13.5 11.5 8.4 8.3 8.5 

住宅の
形式

一戸建て 53.5 52.7 32.7 33.7 32.0 
集合住宅2） 18.0 18.2 14.7 15.3 15.1 

　1）　2008 年～2015 年の有効回収率は、51.7％～54.9％。
　2）　公社・公団・県市町村営住宅・給与住宅を含む。



都道府県による住民意識調査の最近の回収状況について （山田）

─ 60 ─

80％台をほぼ維持している。訪問調査方式から郵送方式への変更された 6県

のうち広島県・千葉県・山形県・静岡県・島根県の調査では変更直後に回収

率の大きな低下が発生しており、その後も回収率は訪問調査方式によって実

施されていた時期の水準には達していない。他方、愛媛県では、変更後 3年

目までは回収率に大きな変化がなかったものの、変更後 4年目以降は 50％

台後半～60％台前半で推移しており、変更前の水準には達していない。

　富山県・愛媛県を除く 5県による調査では、郵送に変更後の若年層の回収

率の低下幅は他の年齢層よりも大きい。また、回収標本の居住住宅の形式が

表 3─4　調査方法の変更前後の回収状況（島根県）

調査方法 留置 郵送1）

年次 2006 年 2007 年

調査期間 7月 10 日～
� 7 月 31 日

8 月 8 日～
� 9 月 14 日

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 選挙人名簿

計画標本総数 1000 2000 
回収標本総数 906 972 
有効回収標本総数 853 969 

有効回収率（％）
全県2） 85.3 48.5 
20 代 7.2 2.7 
30 代 12.0 5.2 
40 代 11.1 6.6 
50 代 19.6 12.3 
60 代 14.3 10.8 
70 代以上 21.0 9.7 

松江市 21.0 12.6 
その他の市 48.4 26.4 
郡部 15.9 7.9 

　1）　督促 1回。
　2）　2008 年～2016 年の有効回収率は、58.5％～68.8％。
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表３─５　調査方法の変更前後の回収状況（山形県）

調査方法 郵送1） 面接 郵送1）

平成 19 年度課題調査 平成 20 年度
課題調査

平成 21 年度
課題調査第 1回調査 第 2回調査

年次 2007 年 2） 2008 年 2009 年

調査期間 6月～7月 7月上旬
� ～8 月中旬

9月上旬
� ～9 月下旬

7月上旬
� ～7 月下旬

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 選挙人名簿

調査票の分量 11 頁 14 頁 14 頁 18 頁

計画標本総数 2500 1300 2500 2500
有効回収標本総数 1489 995 1468 1513

地域別回収率（％）
　全県3） 59.6 76.5 58.7 60.5
　　村山地域 4） 61.0 74.0 56.6 62.5
　　最上地域 59.0 85.0 55.8 59.5
　　置賜地域 58.0 69.3 59.1 57.5
　　庄内地域 58.5 81.9 56.3 59.7

対計画標本比率（％）
　　20 代 10.3 15.9 8.3 11.5
　　30 代 13.1 19.2 13.9 13.8
　　40 代 16.7 19.6 16.4 18.0
　　50 代 21.8 20.6 23.1 21.6
　　60～64 歳 12.0 8.1 11.4 11.5
　　65 歳以上 25.2 16.6 26.1 22.3

対回収標本比率（％）
　　1人くらし 4.1 1.9 6.7 3.3

　1）　宛名の本人が長期不在の場合、代理回答を許容。
　2）�　2006 年度に実施された郵送法による調査（6～7月）の回収率は 59.6％、面接法による調査（7月上旬～
8月中旬）の回収率は 80.3％

　3）　地域不明の回答者を含む。
　　　2010 年～2016 年実施分調査（すべて郵送法）の回収率は 59.1％～65.5％。
　4）　山形市を含む。
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判明している 2県における変化の傾向は、共通ではなかった2）。

　以上の 7県の結果をみる限り、郵送方式への変更の際の大部分の場合は回

収率の水準に低下が若年層など特定の属性において発生しやすいといえよ

う。

表 3─6　調査方法の変更前後の回収状況（愛媛県）

調査方法 留置 郵送

年次 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年

調査期間 11 月 20 日
�～12 月 18 日

10 月 10 日
�～11 月 20 日

11 月 28 日
�～12 月 15 日

10 月 6 日
�～10 月 20 日

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 選挙人名簿

全県計画標本総数 1200 1200 2000 2000 
有効回収標本総数1） 792 810 1255 1425 

有効回収率（％）2） 66.0 67.5 62.8 71.3 

　対計画標本比率（％）
　　全県年齢層
　　　20 代 6.5 5.8 5.9 6.2 
　　　30 代 10.3 9.8 10.1 10.5 
　　　40 代 11.2 11.5 9.7 10.3 
　　　50 代 14.7 16.1 12.3 14.9 
　　　60 代 11.8 13.8 13.9 16.0 
　　　70 代以上 11.5 9.7 9.3 12.8 

　　生活文化経済圏
　　　松山 26.8 26.9 27.2 30.8 
　　　宇摩 4.3 4.5 4.0 4.1 
　　　新居浜・西条 10.9 11.8 9.9 11.7 
　　　今治 7.4 7.3 7.4 9.3 
　　　八幡浜・大洲 9.9 9.5 7.1 7.6 
　　　宇和島 6.7 7.6 5.9 6.9 

　1）　年齢層・地域不明の回答者を含む。
　2）　2010 年～2015 年の有効回収率は、57.6％～68.5％。
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注

1）　2004 年以前における実施方法の変更を把握できた都道府県は、次の通りである。
北海道（旧方式の最終実施は 1986 年 7 月留置法：76.9％ /新方式の初回は同年 9月
郵送法：63.5％）・山梨県（同 1989 年訪問面接法：80.0％／1992 年留置法：
87.4％）・滋賀県（同 1991 年訪問面接法：77.2％／1992 年郵送法：75.0％）・島根県
（同 1991 年訪問面接法：82.6％／1993 年留置法：92.5％）・岐阜県（同 2000 年訪問

表 3─7　調査方法の変更前後の回収状況（富山県）

調査方法 面接・留置1） 留置

年次 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年

調査期間 8月 8日
�～8 月 28 日

8 月 10 日
�～8 月 31 日

8 月 15 日
�～9 月 10 日

8 月 2 日
�～8 月 31 日

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 住民基本台帳

調査票の分量 13 頁 14 頁 15 頁 9 頁

計画標本総数 1200 1200 1200 1200 
回収標本総数 991 904 916 1036 

回収率（％）2） 82.6 75.3 76.3 86.3 
　年齢　20 代 10.5 8.3 7.3 7.4 
　　　　30 代 12.3 10.4 10.0 13.7 
　　　　40 代 12.3 12.8 12.1 15.9 
　　　　50 代 17.7 15.2 14.3 14.3 
　　　　60 代 13.4 13.3 16.5 20.3 
　　　　70 代 16.4 15.3 16.3 14.7 

対回収標本総数（％）
　単身 n.a 5.7 3.5 5.4 
　性別　男性 n.a 35.7 36.2 42.1 
　　　　女性 n.a 39.7 40.2 44.3 
　地域　富山 n.a 27.0 27.2 31.2 
　　　　高岡 n.a 24.2 23.9 25.5 
　　　　魚津 n.a 14.1 13.8 18.0 
　　　　砺波 n.a 10.1 11.4 11.7 
　　　　郡部3） n.a 7.4 6.2 8.1 

　1）　対象者は面接・留置いずれかの方法を選択できる。
　2）2011 年～2016 年実施分の回収率は、79.1％～91.1％。　　3）　再掲。
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面接法：82.7％／2002 年郵送法：87.7％）・宮城県（同 2001 年訪問面接法：68.8％
／2002 年郵送法：56.4％）・佐賀県（同 2003 年訪問面接法：78.1％／2004 年郵送
法：41.6％）など。

2）　千葉県では「一戸建て」居住者の計画標本総数に対する比率の低下幅は「集合住
宅」居住者よりも大きく、静岡県では「一戸建て」居住者の計画標本総数に対する

表 3─8　調査方法の変更前後の回収状況（静岡県）

調査方法 面接 郵送

年次 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年

調査期間 6月 1日
�～6 月 21 日

6 月 2 日
�～6 月 27 日

6 月 27 日
�～7 月 15 日

6 月 27 日
�～7 月 11 日

対象者の年齢 20 歳以上

抽出名簿 選挙人名簿

調査票の分量 17 頁 16 頁 18 頁 18 頁

計画標本総数 2000 2000 4000 4000 
有効回収標本総数 1507 1288 2199 2323 

有効回収率（％）1） 75.4 64.4 55.0 58.1 

地域別回収率（％）
　　　東部 75.0 63.9 52.2 52.7 
　　　中部 71.6 68.9 55.1 58.6 
　　　西部 79.2 60.8 54.1 59.0 

対計画標本比率（％）
　　20 代 5.9 5.9 5.0 5.1 
　　　男性 2.6 2.9 2.3 2.4 
　　30 代 10.0 8.4 7.6 8.2 
　　40 代 13.9 9.0 9.7 10.8 
　　50 代 15.3 12.0 10.9 12.4 
　　60 代 17.6 13.8 12.7 13.8 
　　70 代以上 12.8 15.5 8.9 7.7 

住宅の形式
　　一戸建て 66.5 54.9 48.8 48.7 
　　共同住宅 8.6 9.0 5.2 6.7 

居住年数
　　10 年未満 2.7 3.4 2.0 2.0 

　1）　2013 年～2016 年に実施された調査の有効回収率は、51.0％～59.3％。
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比率の低下幅は「集合住宅」居住者よりも小さい。

4　各種郵送調査における年齢別回収率の傾向

　各種の調査方法による意識調査において若年層の回収率が他の年齢層より

も低い傾向は、広く知られている。その原因の一つは抽出名簿に記載された

住所に対象者が居住していない比率が他の年齢層より高いことが指摘されて

いる1）。

　また、表 3─1 においてみたように大部分の住民意識調査は郵送法によって

実施されている。しかし、年齢別回収率は市区町村を調査範囲とする郵送調

査については相当数公表されている2）ものの、都道府県を調査範囲とする郵

送調査の年齢別回収率について公表されているデータは少なく3）、今回の検

索では宮城県による調査（2012 年・2013 年・2014 年・2015 年）だけしか年

齢別回収率は入手できなかった。なお、宮城県は、表 4─1 に示すように 20

歳以上に占める 20 代の比率が全国での比率とかなり近い水準にある。

　そこで、全国および都道府県を対象とする郵送法による調査の年齢層別回

収状況を、実地調査の遂行過程の特徴を確認しながらみておこう。

　今回考察する各調査の実施主体である都道府県は、抽出名簿（住民基本台

帳・選挙人名簿）を直接管理していないために、名簿を管理している各市区

町村に実地調査の委託先の民間企業の担当者が出向いて抽出作業を行う必要

がある。したがって、都道府県域内の全市区町村について作業を終了させる

ためには相当の期間が必要となるので、抽出時点以降に転出・死亡などの調

査不能の要因が生じる可能性が相対的に高くなる。また、対象者にとって都

道府県は、同じ行政機関とはいえ、市区町村よりもやや遠い存在であること

も考慮する必要がある。

　表 4─1 には、全国を対象地域とする郵送調査および宮城県による郵送調査

の年齢層別回収率を示した。このうち日本銀行による調査は、四半期周期で

実施されているが、調査期間が 27 日間に固定された 2008 年以降の 3時点の
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ものだけを示した。

　各調査の主題は多様な分野に関するものではあるが、年齢層別回収率には

ほぼ同様の傾向が認められる。すなわち、20 代が最も低く、30 代以降は年

齢が上昇するとともに 60 代まで高くなる傾向が共通に認められる。また、

10 代は 20 代よりもやや高く、70 代以上は 60 代よりもやや低くなっている。

10 代が相対的に高率であるのは、転居に伴う調査不能が 20 代より少ないた

めではないかと考えられる。

注

1）　訪問面接調査における年齢別の調査不能発生の状況は、有坂（2010）参照。
2）　さまざま地域の市区町村によって 2012 年～2016 年に実施された約 30 件の住民意
識調査においても、年齢別回収率にはほぼ同様の傾向が認められる。

3）　東京都による訪問面接調査の年齢層別回収率は、2007 年以降実施分が公表されて
いる。

4）　前田（2005）は、東京都と周囲の 3県を調査範囲として 2001 年・2003 年に実施さ
れた郵送調査における年齢別回収率が若年層ほど低いことを報告している。

5　都道府県による住民意識調査の回収状況

　本節では都道府県によって実施された個別の住民意識調査の回収結果につ

いて立ち入って検討する。

　前節においてみたように、各種の郵送調査において、年齢が低いほど回収

率が低く、特に 20 代を中心とする若年層の回収率が最も低い傾向が共通に

みられる。

　表 5─1 には、都道府県が 2015 年前後に実施された個別調査における対象

年齢層・計画標本数・抽出名簿などの明細を示した（面接法・留置法による

調査も付記した）。

　郵送法による調査だけに限定しても回収率の水準は 40％台前半から 70％

を超えるものまで相違が大きい。郵送法による調査では調査員が介在しない

ので、調査票の分量1）は、回収率を左右する有力な要因の一つと考えられ



都道府県による住民意識調査の最近の回収状況について （山田）

─ 68 ─

表 5－1　2015 年前後実施分の調査明細1）

方法 都道府県 実施時期2) 調査
期間3)

計画
標本数 抽出名簿4)

対象者の年齢 調査票
の頁数

回収率   
（％ )下限 上限 区分5)

面接
茨城県 2015 年 7 月 12 1500 住基台帳等 20 ─ 10 歳 不明 73.7
埼玉県 2016 年 7 月 24 3000 住基台帳 18 ─ 10 歳 18 72.5
東京都 2016 年 7 月 17 3000 住基台帳 18 ─ 10 歳 18 60.2

留置
富山県6) 2016 年 9 月 31 2000 住基台帳 20 ─ 10 歳 16 82.1
沖縄県 2015 年 8 月 41 2000 住基台帳 15 74 10 歳 29 69.7

郵送

北海道 2016 年 8 月 不明 1500 住基台帳 20 ─ 10 歳 20 50.3
岩手県 2016 年 1 月 不明 5000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 19 71.5
宮城県 2015 年 12 月 21 4000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 27 47.8
秋田県 2016 年 6 月 27 4000 住基台帳 18 ─ 10 歳 16 50.1
山形県 2015 年 5 月 17 3000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 19 59.1
福島県 2015 年 7 月 15 1300 住基台帳 15 ─ 10 歳 16 54.8
栃木県 2016 年 5 月 23 2000 住基台帳 20 ─ 10 歳 16 68.7
群馬県7) 2016 年 6 月 21 3300 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 11 50.4
千葉県 2015 年 8 月 20 3000 住基台帳 20 ─ 10 歳 21 50.1
神奈川県 2016 年 8 月 25 3000 住基台帳 20 ─ 10 歳 16 43.2
新潟県 2015 年 10 月 32 2000 選挙人名簿 20 74 10 歳 15 56.2
石川県 2014 年 9 月 18 5000 住基台帳 20 ─ 10 歳 21 54.6
岐阜県 2016 年 7 月 18 3000 住基台帳 20 ─ 10 歳 15 51.1
静岡県 2015 年 6 月 14 4000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 19 59.3
愛知県 2016 年 10 月 18 3000 選挙人名簿 18 ─ 10 歳 15 53.7
三重県 2015 年 11 月 不明 10000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 12 52.4

滋賀県8） 2016 年 6 月 19 3000 選挙人名簿・住基台帳 20 ─ 10 歳 19 51.9

京都府 2016 年 6 月 不明 4900 住基台帳 20 ─ 10 歳 不明 42.1
兵庫県9) 2015 年 8 月 22 5000 住基台帳 20 ─ 10 歳 4 61.7
奈良県 2016 年 5 月 不明 5000 住基台帳 20 ─ 5 歳 17 53.3
島根県 2015 年 8 月 不明 2000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 17 68.8
岡山県 2016 年 6 月 22 2500 住基台帳 20 ─ 10 歳 不明 54.0 
広島県 2014 年 10 月 39 2000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 11 60.0 
山口県 2016 年 5 月 19 3000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 20 55.7
香川県 2016 年 6 月 22 3000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 22 54.6
愛媛県 2015 年 11 月 16 2000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 不明 57.6
高知県 2016 年 8 月 22 3000 住基台帳 18 ─ 10 歳 58 52.1
福岡県 2016 年 7 月 21 4000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 16 54.5
佐賀県 2014 年 7 月 15 3000 選挙人名簿 20 ─ 10 歳 20 49.9
長崎県 2015 年 11 月 22 3000 住基台帳 18 ─ 10 歳 14 56.6
熊本県 2015 年 6 月 15 1500 住基台帳 20 ─ 10 歳 15 51.7
宮崎県 2016 年 2 月 不明 3500 住基台帳 18 ─ 10 歳 14 42.7

　1）　2014 年以降実施分に限定した。　　2）　実地調査の開始日。
　3）　日数。実地調査の期間が延長されている場合は、延長後の日数を掲げた。
　4）　住民基本台帳には、「外国人」住民が 2012 年 7 月以降掲載されている。
　5）　20 代～50 代の年齢区分。　　6）　調査票の頁数は 2015 年実施分。
　7）8）　ネット利用による返送併用。　　9）　調査票は 2段組み。
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る。個別の調査票のページ数にはかなりの相違がみられるが、両者の関連は

必ずしも明瞭とはいえない2）。また、調査日数にもかなりの相違がみられる

が、回収率との関連は不明瞭である。

　これらの調査の回収率の水準には、調査票の分量のほかに都道府県の活動

への関心が高まる災害などの発生・調査の主題3）・調査票のレイアウト・郵

送調査における返送先・事前の依頼状・リマインダーの発送（督促）などの

他の要因の作用が強かったのではないかと考えられる。実地調査に関する情

報が細部まで公表されている訳ではないので、表 5─1 には、回収率の水準に

影響を与えた要因の一部しか把握できなかったのではないかと考えられる。

たとえば、「世帯年収の金額」（三重県・高知県・福岡県・沖縄県）などの特

定の調査項目・「パンフレットの同封」（宮城県）・「電話番号の記入依頼」

（静岡県）・「代理回答の許容」（山形県・奈良県）・「謝礼の告知」（佐賀県）・

「督促の実施」（奈良県・島根県・広島県・山口県）・「代筆の許容」（群馬県）

などが回収率の水準に作用した可能性がある。

　つぎに、回収率が特に低いと考えられる 20 代の状況を立ち入って検討す

る。抽出名簿と回収標本における 20 代の比率を、本稿の考察の対象期間に

実施された調査について概観してみよう。

　まず使用された抽出名簿による影響をみてみる。抽出名簿が選挙人名簿で

ある場合は外国籍住民が対象外となり、抽出名簿が住民基本台帳である場合

は外国籍住民が対象に含まれている可能性がある。しかし、住民基本台帳上

の 20 歳以上人口に占める外国籍住民の比率は、多くの都道府県において非

常に低い4）。大部分の住民意識調査では、住民基本台帳が抽出名簿として使

用されており、残りの調査では選挙人名簿が使用されている。また、選挙人

名簿は住民基本台帳に 3か月以上登録された日本国籍を持つ成人が選挙時お

よび 3か月ごとに登録されるので、両者の年齢構成は非常に似通ってい

る5）。

　そこで本稿の考察の対象期間に実施された調査における住民基本台帳人口

および回収標本に占める 20 代の比率を比較してみよう。各都道府県の住民
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表 5─2　20 代・70 代以上が回収標本と住民基本台帳に占める比率 （2010 年前後）
� （単位：％）

調査
方法 都道府県

住民意識調査
の実施時期1）

対象者の
年齢（歳）

20 代の構成比率 70 代以上2）

回収標本
住民基本台帳 対住民

基本台帳回
収標本比率

対住民
基本台帳
回収標本
比率3）

2009 年
3 月末

2010 年
3 月末

下限／上限 （A） （B） （C） （A）／（B）

面接
茨城県 2010 年 9 月 20／なし 7.9 14.0 13.6 56.6 68.3
埼玉県 2010 年 7 月 20／なし 10.0 14.4 14.0 69.5 110.5
東京都 2010 年 8 月 20／なし 11.1 16.1 15.6 68.9 106.0

留置
富山県 2009 年 8 月 20／なし 9.5 11.9 11.6 79.6 94.7
沖縄県 2009 年 10 月 15／74 11.5 16.5 16.6 69.7 57.9
同上 同上 20 代前半 5.4 7.5 8.0 （72.3） ―

郵送

北海道 2010 年 7 月 20／なし 8.9 12.8 12.4 69.7 35.4
岩手県 2011 年 2 月 20／なし 7.9 11.7 11.4 67.7 96.0
宮城県 2009 年 3 月 20／なし 8.7 14.8 14.3 58.8 125.0
秋田県 2010 年 6 月 20／なし 9.9 10.6 10.2 93.6 43.7
山形県 2009 年 7 月 20／なし 11.5 11.9 11.6 96.3 87.5
福島県 2010 年 7 月 15／なし 7.8 13.1 12.3 59.7 103.5
栃木県 2010 年 5 月 20／なし 8.1 13.9 13.5 58.3 91.0
千葉県 2010 年 8 月 20／なし 10.2 14.5 14.0 70.4 107.7
神奈川県 2010 年 8 月 20／なし 7.8 14.7 14.2 53.2 95.0
新潟県 2009 年 10 月 20／なし 8.7 12.4 12.1 70.4 ―
福井県 2009 年 8 月 20／なし 8.5 13.0 12.8 65.6 57.1
長野県 2010 年 5 月 20／なし 6.7 12.0 11.7 55.9 97.4
岐阜県 2009 年 7 月 20／なし 6.6 13.1 12.8 50.2 47.1
静岡県 2011 年 6 月 20／なし 9.1 13.2 12.9 68.9 81.2
愛知県 2009 年 7 月 20／なし 9.4 14.1 14.7 66.4 114.3
三重県 2009 年 3 月 20／なし 6.4 13.1 12.9 48.8 61.2
滋賀県 2009 年 6 月 20／なし 8.4 15.0 14.7 55.9 67.2
兵庫県 2009 年 10 月 20／なし 9.0 13.7 13.4 65.7 106.8
同上 同上 20 代前半 4.7 6.6 6.1 （71.1） ―

奈良県 2009 年 5 月 20／なし 12.6 13.5 13.2 93.3 116.1
広島県 2011 年 9 月 20／なし 8.9 13.5 13.2 65.9 129.1
同上 同上 20 代男性 4.3 6.9 6.4 （63.0） ―

宮崎県 2010 年 2 月 20／なし 8.2 12.4 11.4 66.1 97.4
香川県 2009 年 6 月 20／なし 8.6 12.6 12.2 68.4 60.4
愛媛県 2009 年 10 月 20／なし 8.6 12.1 11.9 70.9 77.3
高知県 2009 年 9 月 20／なし 6.7 11.3 10.9 59.5 89.3
佐賀県 2010 年 6 月 20／なし 7.4 13.7 13.3 54.0 104.9
同上 同上 20 代男性 （3.0） （6.7） （6.8） （44.6） ―
長崎県 2009 年 11 月 15／なし 7.4 11.3 11.1 65.4 63.8
熊本県 2010 年 5 月 20／なし 11.3 13.2 12.1 85.5 77.0

　1）　実地調査の開始日。
　2）　山形県・千葉県・愛知県・沖縄県は 65 歳以上。
　3）　2009 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口に対する比率。
　　　総務省自治行政局（2009）
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基本台帳人口に占める 20 代の比率は、後掲の表 5─2・表 5─3 に示すように

短期間における変動は小さいので、対象期間の中間の時期（2010 年前後）

および期末の時期（2015 年前後）に実施された調査だけを取り上げる。

　表 5─2 には、20 歳以上が調査対象の全年齢層に占める 20 代の比率を、

2010 年前後に実施された調査における回収標本と接近した時点の住民基本

台帳人口について示した。20 代に次いで回収率が低い 70 歳以上についても

同様のデータを掲げた。住民基本台帳人口は、5歳刻みの集計だけしか提供

されていないので、都道府県による住民意識調査も回収標本に占める比率が

5歳刻みのものだけを掲げる。

　回収標本に占める 20 代の比率は、ほとんどの調査において住民基本台帳

人口における比率よりも低くなっている。この差が最も大きい三重県では回

収標本に占める 20 代の比率（6.4％）は、接近した時点の住民基本台帳人口

における比率（13.1％）よりも大幅に低くなっている。20 代のうち男性に

限定した回収標本に占める比率が利用できる佐賀県の調査では、回収標本に

占める比率（3.0％）は、接近した時点の住民基本台帳人口における比率

（6.7％）の半分未満と大幅に低くなっている。なお、70 歳以上については、

意識調査結果における比率の方が住民基本台帳人口における比率より低い場

合が若干みられる。

　表 5─3 には、表 5─2 と同じく 20 歳以上が調査対象の全年齢層に占める 20

代の比率を、2015 年前後に実施された住民意識調査における回収標本とそ

の時期の住民基本台帳人口について示した。表 5─2 とほぼ同様の傾向が認め

られる。

　住民意識調査における回収標本と接近した時点の住民基本台帳人口の差が

最も大きい静岡県では回収標本に占める 20 代の比率（5.1％）は、住民基本

台帳人口における比率（11.6％）よりも大幅に低くなっている。また、20

代前半に限定した比率が利用できる奈良県の調査では、回収標本に占める

20 代前半の比率（2.8％）は、住民基本台帳人口における比率（6.0％）の半

分未満と大幅に低くなっている。70 歳以上については、表 5─2 と同様に住
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表 5─3　20 代・70 代以上が回収標本と住民基本台帳に占める比率（2015 年前後）
� （単位：％）

調査
方法 都道府県

住民意識調査
の実施時期1）

対象者の
年齢（歳）

20 代の構成比率 対住民
基本台帳
回収標本
比率

70 代以上2）

対住民
基本台帳
回収標本
比率3）

回収標本
住民基本台帳
2015 年
1 月 1 日

2016 年
1 月 1 日

下限／上限 （A） （B） （C） （A）／（C）

面接
茨城県 2015 年 7 月 20／なし 9.6 12.5 12.2 78.5 107.2
埼玉県 2015 年 7 月 20／なし 8.4 12.9 12.8 65.9 90.6
東京都 2015 年 8 月 20／なし 9.6 14.5 14.5 66.3 105.3

留置
富山県 2015 年 9 月 20／なし 8.3 11.0 10.9 76.4 37.6
沖縄県 2015 年 8 月 15／74 12.1 15.4 15.1 80.1 36.2
同上 同上 20 代前半 5.5 7.4 7.3 74.9 ―

郵送

北海道 2016 年 8 月 20／なし 6.2 11.2 10.9 56.6 78.9
岩手県 2016 年 1 月 20／なし 5.8 10.5 10.2 56.7 89.1
宮城県 2015 年 12 月 20／なし 8.0 12.9 12.6 63.4 103.2
秋田県 2014 年 6 月 20／なし 6.9 9.1 8.9 77.5 66.2
山形県 2015 年 5 月 20／なし 7.1 10.6 10.4 68.5 91.6
福島県 2015 年 7 月 15／なし 5.5 11.0 10.8 50.8 118.5
栃木県 2015 年 5 月 20／なし 8.3 12.4 12.1 68.6 113.0
群馬県 2015 年 5 月 20／なし 10.6 12.1 11.9 88.9 74.9
千葉県 2015 年 11 月 20／なし 8.0 12.7 12.6 63.6 125.2
神奈川県 2015 年 8 月 20／なし 6.4 12.9 12.8 50.0 87.0
石川県 2014 年 9 月 20／なし 9.8 12.3 12.2 80.4 86.3
岐阜県 2015 年 7 月 20／なし 10.0 12.1 11.9 84.1 36.7
静岡県 2015 年 6 月 20／なし 5.1 11.9 11.6 43.9 77.9
愛知県 2015 年 11 月 20／なし 11.1 13.8 13.6 81.4 33.3
三重県 2015 年 11 月 20／なし 7.0 12.2 12.0 58.4 91.2
滋賀県 2015 年 6 月 20／なし 7.1 13.4 13.1 54.3 76.3
兵庫県 2015 年 8 月 20／なし 7.6 12.3 12.1 62.6 115.0
奈良県 2015 年 5 月 20／なし 6.5 12.0 11.8 55.3 111.7
同上 同上 20 代前半 2.8 6.1 6.0 46.7 ―

島根県 2015 年 8 月 20／なし 7.4 10.6 10.4 71.1 91.5
岡山県 2015 年 6 月 20／なし 7.3 12.5 12.3 59.4 87.4
広島県 2014 年 10 月 20／なし 7.2 12.4 12.3 58.6 109.8
香川県 2015 年 6 月 20／なし 5.0 11.5 11.3 44.2 110.0
愛媛県 2015 年 11 月 20／なし 6.3 11.0 10.8 58.6 94.6
高知県 2014 年 8 月 20／なし 9.1 10.0 9.8 92.9 26.4
福岡県 2016 年 7 月 20／なし 10.0 13.3 13.0 76.9 77.9
佐賀県 2014 年 7 月 20／なし 7.4 12.2 11.8 62.6 98.8
熊本県 2015 年 6 月 20／なし 7.5 11.7 11.4 65.9 103.5
宮崎県 2015 年 2 月 20／なし 6.3 10.9 10.6 59.6 87.1

　1）　実地調査の開始日。
　2）　山形県・千葉県・愛知県は 65 歳以上。
　3）　2016 年 1 月 1 日現在の住民基本台帳人口に対する比率。
　　　総務省自治行政局（2016）
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民意識調査の回収結果における比率の方が住民基本台帳人口における比率よ

り低い場合が若干みられる。

　以上の比較から、ほとんどの調査において 20 代の調査不能率は他の年齢

層よりも大幅に高いといえる6）。

　つぎに各調査の県域内の回収率の状況をみてみよう。

表 5─4　同県域内の地域別回収率

方法 都道府県
実地調査の
時期

計画
標本

地域集計
の区分数

回収率（％）

全域1） 最高の地域 最低の地域

面接
茨城県 2015 年 7 月 1500 5 73.7 県北 78.4 県南 70.5

埼玉県 2015 年 7 月 3000 10 71.9 川越 78.5 南部 62.5

留置 富山県 2015 年 9 月 1200 4 87.1 砺波地区 88.7 富山市 86.2

郵送

北海道 2015 年 8 月 1500 7 50.2 釧路・根室圏 55.6
札幌以外の道
央圏

43.8

秋田県 2016 年 6 月 4000 8 50.1 鹿角 56.9 平鹿 43.5

栃木県 2016 年 5 月 2000 3 68.3 県央 70.4 県南 66.6

3 68.3 （町） 81.6
（宇都宮市以
外の市）

63.7

千葉県 2015 年 11 月 3000 11 50.1 夷隅 60.0 東葛飾 45.8

神奈川県 2015 年 8 月 3000 7 46.2 相模原市 52.5 県西 39.2

神奈川県 2014 年 8 月 3000 7 46.8 県西 47.5 川崎市 42.6

石川県 2014 年 9 月 5000 4 54.6 奥能登 57.7 石川中央 51.6

愛知県 2015 年 11 月 3000 4 50.7 東三河 55.3
名古屋市以外
の尾張

51.0

三重県 2015 年 11 月 10000 5 52.4 中南勢 54.1 伊勢志摩 49.5

滋賀県 2015 年 6 月 3000 7 52.0 甲賀 55.3 大津市 48.9

兵庫県 2015 年 8 月 5000 10 61.7 丹波 67.0 阪神南 52.8

奈良県 2015 年 8 月 5000 6 54.4 東部 56.7 南西部 43.5

広島県 2014 年 10 月 2000 3 60.0 備後地方 61.8 広島地方 58.2

香川県 2016 年 6 月 3000 5 54.6 小豆圏域 60.0 中讃圏域 51.8

高知県 2015 年 8 月 3000 8 57.8 高吾北広域圏 61.1 仁淀川広域圏 46.1

長崎県 2015 年 11 月 3000 5 56.6 県南地域 57.7 島原半島地域 51.0

郵送・
ネット2）

大分県 2013 年 11 月 5000 6 58.7 豊肥地域 59.7 西部地域 50.8

群馬県 2015 年 5 月 3000 10 53.6 高崎・安中圏 60.0 桐生圏 48.3

　1）　県内地区不明を含む。　　2）　ネット利用は返送時のみ。
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　表 5─4 には、2015 年前後に実施された住民意識調査において県内の地域

別回収率が最も高い地域と最も低い地域を示した。20 代など回収率が一般

に低い若年層の比率は、都道府県の県庁所在地または大都市周辺の地域にお

いて高い場合が多いと考えられる。山田（2007a）に示した 2005 年前後に実

施された調査にみられた県内地域差が鮮明な傾向は、表 5─4 をみる限り

2015 年前後に実施された各調査の場合には鮮明ではない場合があるといえ

る。これは、若年層が都市部に集中する傾向が以前よりやや弱くなったため

ではないかと考えられる。

　最後に同一の調査方法によって実施された継続調査の回収率の動向をみて

みよう。

　表 5─5 には、2005 年以降の時期に同一の調査方法によって実施された継

続調査の回収率を示した。同一年に複数の調査を実施している場合は、実地

調査が年央に近い時点に開始された調査の回収率を採用した。前半（2010

年以前の 5年間）と後半（2011 年以降の 5年間）に分けて回収率の平均値

を示した。郵送調査のうち回収率が上昇した場合（10 県）とも回収率が低

下した場合（10 県）は同数である。後半の回収率が前半より大幅に上昇し

た 4県のうち三重・香川・熊本の 3県の場合には、岩手県7）とは異なり前半

の平均回収率が 45％未満の極端に低い水準にあった。なお、岩手県では

2012 年以降 5％以上上昇して 70％前後に達している。

　回収率の低下が生じた場合は、低下幅は 5％未満であり、行政に対する協

力意識の変化などの対象者側の要因による作用が大きいのではないかと考え

られる。

注

1）　神奈川県の調査では、年度ごとの質問を設けた調査を、継続した質問を設けた調査
とは別に実施して、質問数が過大にならないように工夫している。

2）　宮城県の県民意識調査では、調査項目数など調査自体への評価も尋ねている。調査
票が 44 頁であった 2009 年・2011 年実施分では「設問の量が多い」という評価が 8
割を超えていたが、調査票が 34 頁に減った 2012 年では「多い」は 62％、調査票
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がさらに 27 頁に減った 2013 年分～2015 年分では「多い」は 64％～72％で推移し
ている。

3）　都道府県庁内の各部局から提出された相互に関連があまりないトピックから構成さ
れている場合が多い。

4）　この比率は、郵送調査を実施した都道府県の中で最も高い京都府でも 2016 年 1 月
1 日現在 2.2％であった。

5）　山田（2013）参照。
6）　若年層の回収率に大きな影響を与えている要因としては、抽出名簿上の住所からの
転居のほかに世帯内において扶養される立場にある場合が多く、自己の生活と居住
地の行政機関の活動との関連の認識が薄いこと、自己情報の提供に関する警戒感が
強いことなどの作用が考えられる。

7）　東日本大震災による被害の対応への期待が作用しているのではないかと考えられる。

むすびにかえて

　今回の最近 10 年間を対象とした考察から都道府県による住民意識調査の

実施状況は次のように要約できよう。郵送調査への変更が継続的に進行して

おり、それ以外の方法はごく少数となった。その回収状況には、2000 年代

前半を対象とした前回の考察とほぼ同様の次のような傾向が認められる。す

なわち、回収率は 20 代が最も低く、年齢が上昇するとともに 60 代まで上昇

し、70 代以上ではやや低下している。また、大半の道府県において若年層

が多い都市部ほど全体より低い傾向がみられる。

　以上のような回収状況から回収された標本に占める若年層の比率は、母集

団と比べてかなり低くなっており、逆に中高年齢層の比率は高くなっている

といえる。

　なお、政令指定都市・中小都市による住民意識調査の回収率の最近の動向

については次の機会に取り上げたい。
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